
（様式１）

所管課名 医療政策課 整理番号 7

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

１５日

－

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

開設者自身による管理免除許可

医療法第12条第1項ただし書

開設者自身による管理免除許可

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】
医療法第12条第１項
 　病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることが
できる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。た
だし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者
にこれを管理させることができる。

医療法施行規則第８条

－


